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「道州制推進知事・指定都市市長連合」設立趣意書

現在、我が国は、人口減少・超高齢化社会の到来、グローバル化の進展など時代

の潮流の中で、東日本大震災からの復旧・復興をはじめ、社会保障の維持と財政健

全化の両立、円高・デフレの克服、国際競争力の向上と持続的な経済成長の実現な

ど、困難な課題に直面しており、これらの課題に国全体で適切に対応していくため

にも、有効性を失った中央集権体制を打破し、国と地方の双方の政府を再構築する

ことで、地域主権型の「新しい国のかたち」を創造することが求められている。

一方、地方行政においては、地球温暖化対策や高度医療体制の整備など、広域的

な枠組みの下で取り組む必要のある行政課題が増加しており、東日本大震災を契機

とした首都機能の分散・バックアップの議論も踏まえ、大規模災害への対処やその

復旧・復興など、都道府県の区域を越えた緊急性・総合性の高い課題にも一元的に

対応できる行政システムを構築することが急務となっている。

さらに、地方分権改革の流れの中で、国の出先機関の原則廃止や、大阪都、特別

自治市など新たな大都市制度が議論されており、市町村合併の進展と相まって、国、

広域自治体、基礎自治体を通じた役割分担の在り方や都道府県の存在意義が問われ

ている。

これらへの回答が、明治期以来長きにわたってその構成と区域を維持してきた都

道府県制を廃止し、より広い区域を単位とした新たな広域自治体を設置する道州制

の導入である。

道州制の導入により、指揮命令系統の一元化による迅速な意思決定の下、広域的

な行政課題への総合的な対応が可能となり、また、広域自治体の機能強化を通じて、

国は国家の存立に関わる事務に専念し、基礎自治体優先の原則を踏まえつつ内政に

関する事務のほとんどを地方が担うことで、地方分権改革を飛躍的に推進すること

ができる。

さらに、行政システムの大幅なスリム化・効率化のほか、広域行政に重点化した

道州が戦略的な経済政策を展開することで、地域発の経済成長と国際競争力の向上

を実現できる。

道州制の導入は、我々地方公共団体の首長はもとより、国会議員、地方議員、国

・地方の公務員の身を削る、大きな痛みを伴う統治システムの大改革であるが、遅

々として進まない国の検討を待つのではなく、日本の将来を憂う我々が力を結集し、

この国のかたちを抜本的に見直すとの気概と覚悟を持って、その実現に取り組まな

ければならない。

そこで、地方の側から国民的な議論を喚起し、政府・政党を動かすことで道州制

導入の道筋をつける運動を展開するため、「道州制推進知事・指定都市市長連合」

を設立する。


